
業種 建設業、管工事業

取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備し、育児・介護休業に関する規程について理解を進めるために、育休等の

制度についてまとめた文書を従業員がいつでも閲覧可能な場所に設置している。また、3歳未満の子を持つ従業員は、1日の所定

労働時間を5時間、6時間、7時間のいずれかから選択することが可能であるほか、始業・終業時刻は育児の状況を勘案した上で

個人ごとに定めることも可能としている。さらに、子どもの緊急避難場所設置のボランティアである「こども110番の家」など地域貢献

につながる活動も行っている。

・学校行事や育児のため休暇申請がしやすく、子育てに関わる時間が増えました。 また、夫婦共働きということもあり、病気・けがな

ど、急な用事の時は対応がしづらかったのですが、そのような場合でも休暇申請しやすい環境で助かっています。 （30代/男性）

・子どもの入学式や参観日などといった学校行事のための休暇を取得しやすいため、以前よりも学校行事に参加することが多くなり

ました。また、子育てに参加することで子どもとのコミュニケーションが増え、絆が深まりました。 （40代/男性）

社員の声

従業員数 20人（男性17人／女性3人） 所在地 弘前市大字兼平字猿沢77番地５

NO
IMAGE

認定番号　第 26 号

株式会社共同設備

代表者 代表取締役　澁谷　久人

認定期間 令和4年9月1日 ～ 令和6年8月31日

再認定回数 3回

弘前市子育て応援企業


